
12．国の実動組織の支援体制
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女川地域周辺の主な実動組織の所在状況
おながわ

 不測の事態の場合は、宮城県及び関係市町からの要請により、実動組織（警察、消防、海保庁、
自衛隊）による各種支援を必要に応じて実施

名取市（なとりし）消防本部

あぶくま消防本部

登米市（とめし）消防本部

栗原市（くりはらし）消防本部

黒川（くろかわ）地域消防本部

石巻（いしのまき）地区消防本部

仙南（せんなん）地域消防本部

大崎（おおさき）地域消防本部

気仙沼・本吉（けせんぬま・もとよし）

地域消防本部

仙台南（せんだいみなみ）警察署

仙台北（せんだいきた）警察署

泉（いずみ）警察署

岩沼（いわぬま）警察署

大和（たいわ）警察署

若柳（わかやなぎ）警察署

遠田（とおだ）警察署

古川（ふるかわ）警察署

南三陸（みなみさんりく）警察署

河北（かほく）警察署

登米（とめ）警察署

佐沼（さぬま）警察署

石巻（いしのまき）警察署

大河原（おおがわら）警察署

白石（しろいし）警察署

角田（かくだ）警察署

加美（かみ）警察署

築館（つきだて）警察署

亘理（わたり）警察署

鳴子（なるこ）警察署
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石巻（いしのまき）海上保安署

気仙沼（けせんぬま）

海上保安署

神町（じんまち）駐屯地
（陸上自衛隊第６師団司令部、第２０

普通科連隊、第６特殊武器防護隊等）

三沢（みさわ）基地
（航空自衛隊北部航空方面隊司令部等）

船岡（ふなおか）駐屯地（陸上自
衛隊第２施設団等）

横須賀（よこすか）地区
（海上自衛隊横須賀地方総監部等）

大和（たいわ）駐屯地（陸上自
衛隊第６偵察隊等）

気仙沼（けせんぬま）警察署

松島（まつしま）基地（航空自衛隊
第４航空団、松島救難隊等）

塩釜（しおがま）警察署

宮城（みやぎ）海上保安部

多賀城（たがじょう）駐屯地
（陸上自衛隊第２２即応機動連隊等）

第二管区海上保安本部

塩釜（しおがま）地区消防本部

仙台東（せんだいひがし）警察署

仙台（せんだい）駐屯地
（陸上自衛隊東北方面総監部等）

霞目（かすみのめ）駐屯地
（陸上自衛隊東北方面航空隊等）

仙台中央（せんだいちゅうおう）警察署

ＰＡＺ

ＵＰＺ

若林（わかばやし）警察署

宮城県女川（おながわ）ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ（整備中）

仙台市（せんだいし）消防局

宮城県警察本部



実動組織の広域支援体制

UPZ

原子力災害対策本部（首相官邸）

宮城県女川ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ

 地域ﾚﾍﾞﾙで対応困難な支援要請があった場合は、宮城県、関係市町からの各種要請を踏まえ、
政府をあげて、全国規模の実動組織による支援を実施。

 要請の窓口となるｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ（実動対処班）において集約された各種要請等に対し、原子力災害
対策本部（官邸・ERC（原子力規制庁緊急時対応ｾﾝﾀｰ））の調整により、必要に応じ全国の実動組
織（警察、消防、海保庁、自衛隊）による支援を実施。

現地における
各種要請の集約

政府の調整結果に基づく
現地派遣指示

災害派遣・原子力災害派遣
全国の陸・海・空の自衛隊に
よる支援

警察災害派遣隊
全国の都道府県警察による支援

緊急消防援助隊
全国の市町村消防が所属する
都道府県単位による支援

巡視船艇・航空機の派遣
全国の管区海上保安本部によ
る支援

全国の実動組織による支援

※ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰの運用開始まで、

暫定的に運用。

おながわ
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（整備中）



施設敷地緊急事態からの現地実動組織の体制

＜自衛隊＞
陸上自衛隊東北方面総監部

海上自衛隊横須賀地方総監部

航空自衛隊航空総隊司令部

等

＜警察＞
宮城県警察
東北管区警察局

等

＜消防＞

石巻地区広域行政事務組合消防
本部
その他関係市町管轄消防機関

＜海保庁＞

宮城海上保安部
第二管区海上保安本部

いしのまき

 施設敷地緊急事態の時点で施設敷地緊急事態要避難者の避難が開始されることから、宮城県及び関係市
町で避難手段の確保が困難になった場合に備え、現地事故対策連絡会議を開催するとともに、ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ
実動対処班を設置（対象となる要員は、必要に応じ施設敷地緊急事態に至る前から体制立ち上げ）。施設敷
地緊急事態以降、原子力緊急事態の解除までの間、継続して対応を実施。

※ ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ実動対処班要員参集前に各種要請があった場合は、ERC実動対処班が連絡・調整を実施
→ 不測の事態における宮城県及び関係市町からの各種支援の要請に対し、実動組織

（警察、消防、海保庁、自衛隊）が連携のうえ、迅速な対応体制を構築

PAZ・準PAZ内に係る

施設敷地緊急事態要避難者※1
ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ

実動対処班
（原子力規制庁、宮城県、警察、

消防、海保庁、自衛隊）

部隊等
派遣

状況報告

対応連絡

現地事故対策
連絡会議※2

連携

調整

関係市町宮城県

※1 全面緊急事態においては、PAZ・準PAZ内の一般住民、OILによる防護措置実施時にはUPZ内のうち対象地域の住民等を対象
※2 全面緊急事態以降は、原子力災害合同対策協議会で情報共有

在宅の避難行
動要支援者

安定ﾖｳ素剤
服用困難者

小・中学校
（6校）

保育所
（2施設）

医療機関
（1施設）

社会福祉施設
（3施設）

ERC※3

実動対処班

TV会議等を
活用し随時
情報共有

※3 ERC:原子力規制庁緊急時対応ｾﾝﾀｰ
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上記以外の施設敷地
緊急事態要避難者

よこすか
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